
令
和
元
年
台
風
第
十
九
号
に
よ
る
災
害
に
つ
い
て
の
特
定
非
常
災
害
及
び
こ
れ
に
対
し
適
用
す
べ
き
措
置
の
指
定
に
関
す
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案

新
旧
対
照
条
文

○

令
和
元
年
台
風
第
十
九
号
に
よ
る
災
害
に
つ
い
て
の
特
定
非
常
災
害
及
び
こ
れ
に
対
し
適
用
す
べ
き
措
置
の
指
定
に
関
す
る
政
令
（
令
和
元
年
政
令
第
百
二
十
九
号
）

（
抄
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
特
定
非
常
災
害
に
対
し
適
用
す
べ
き
措
置
の
指
定
）

（
特
定
非
常
災
害
に
対
し
適
用
す
べ
き
措
置
の
指
定
）

第
二
条

前
条
の
特
定
非
常
災
害
に
対
し
適
用
す
べ
き
措
置
と
し
て
法
第
三
条
か

第
二
条

前
条
の
特
定
非
常
災
害
に
対
し
適
用
す
べ
き
措
置
と
し
て
法
第
三
条
か

ら
第
八
条
ま
で
に
規
定
す
る
措
置
を
指
定
す
る
。

ら
第
七
条
ま
で
に
規
定
す
る
措
置
を
指
定
す
る
。


